
 

 

 

 

 
 

 
12月２日に「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。 

～毎年11月は「過労死等啓発月間」です。～ 
 

厚生労働省では、12月２日（木）に「過労死等防止対策推進シンポジウム」（和歌山会

場）を開催します。 

過労死等防止対策推進法では、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚

を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死等防止啓発月

間」と定めており、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、過

労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携してシンポジウムを開催することとし

ています。 

和歌山労働局では、このシンポジウムに多数の方にご参加いただき、過労死等防止対

策の重要性について広く周知を図るため、広報活動を行ってまいります。 
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【シンポジウム概要】 

日 時：１２月２日（木）１３:３０～１６:００（受付開始13：00） 

場 所：和歌山ビッグ愛 展示ホール（和歌山市手平２丁目１－２） 

主 催：厚生労働省 

後 援：和歌山県、和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市 

協 力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議 

【プログラム】 

[行政からの報告]  和歌山労働局労働基準部監督課 課長 渡邊 和美  

[過労当事者の声]   

[講     演] 「コロナ禍における働く者の命と健康」  

天笠 崇 氏（静岡社会健康医学大学院大学 准教授） 

【シンポジウム参加申込先】 

Webからの申込みは、下記ホームページをご覧ください。また、FAXでの申込みも可能です。 

◆Web  https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo 

 

◆FAX  052-915-1523過労死等防止対策推進シンポジウム 受付窓口 

 または FAX 073-475-0113 和歌山労働局監督課（tel 073-488-1150）まで 

◆シンポジウムは事前申し込みとなっております。来場にあたっては、マスク 

 の着用・入場時の検温・アルコール消毒など新型コロナウイルス感染症の感染防止へのご協力

をお願いいたします。 

※シンポジウム当日の取材につきましては、和歌山労働局監督課（０７３－４８８－１１５０、

担当：平井、大島、渡邊）までご連絡ください。 
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